
索 道 安 全 報 告 書

２０１０年度版（平成２２年度）

増毛町営 暑寒別岳スキー場

（第１・第２ペアリフト）



１． 利用者の皆様へ

当町の索道事業に対して、日頃のご利用とご理解、誠にありがとうございます。

当町は、経営理念の第一に「安全の確保」を掲げ、法令の遵守とともに安全輸送に

努めております。

本報告書は、鉄道事業法に基づき、輸送の安全確保のための取組みや安全の実態

について、自ら振り返るとともに広くご理解いただくために公表するものです。

増毛町長 石 崎 大 輔

２． 基本方針と安全目標

（１）基本方針

当町の経営理念の第一は、安全の確保です。「安全基本方針」を次のように掲げ、

町長以下職員に周知、徹底しております。

町長及び管理職は、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努め

るとともに、索道施設及び職員を総合活用して、輸送の安全を確保するための管理

の方針、その他の事業活動に関する基本的な方針を具体的に定めるものとする。職

員等の安全に係わる行動規範は次のとおりとする。

① 一致団結して輸送の安全の確保に努める。

② 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これ

を遵守し、厳正、忠実に職務を遂行します。

③ 常に輸送の安全に関する状況を理解するように努めます。

④ 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは

最も安全と思われる取り扱いをします。

⑤ 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安

全適切な処置をとります。

⑥ 情報は、漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。

（２）安全目標

安全輸送を確保するため安全目標を定め、利用者の安全確保に努めた。

① 施設の適正な修繕、整備を運輸開始前に行う。

② 指差喚呼の徹底

③ 報告、連絡の徹底



④ 作業時の安全確保の徹底

⑤ 職員への教育訓練及び救助訓練の徹底

３． 索道の運転事故等について

（１）索道運転事故

昭和５５年開設以来２０１０シーズン終了時までに索道の運転事故はありません。

（２）災害・暴風・雪害など

２０１０年度 災害・暴風・雪害等による運行中止は、ありません。

（３）インシデント（事故の兆候）

２０１０年度 インシデント報告は、ありません。

（４）行政指導

２０１０年度 行政指導により、第２ペアリフトの救助方法に誤りがあり変更届

をし改善いたしました。

４． 輸送の安全を確保するための取組

（１）人材教育

２００９年１２月１６日、職員に対する教育訓練を実施。

（２）救助訓練

２００９年１２月１６日、第１ペアリフトにて救助訓練及び負傷者の搬送訓練

を実施。

主なリフト整備内容

軸受深傷振動検査（滑車軸・モーター軸・減速機等目に見えない部分のベアリン

グ）検査やワイヤーロープ・乗降場・各支柱・索輪など様々な部分の検査及び整

備や部品交換を１１月の１ヶ月間かけて毎年、事故の無いよう行っております。

なお、一部ではありますが整備の風景及び救助訓練の写真（6 ページ～9

ページ）がありますので、ご覧ください。
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町 長 輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。

副 町 長 町長を補佐し事故発生時においては、安全統括管理者及び索道技

術管理者と一致団結し適切な措置を講じ指揮監督する。

安全統括管理者 索道事業の運送の安全確保に関する業務を統括する。

索道技術管理者 索道施設の保守、管理その他の技術上の業務を統括する。

５．連 絡 先

〒０７７－０２９２ 増毛郡増毛町弁天町３丁目

増毛町役場 経済課 観光推進室 観光施設係

電話 ０１６４－５３－１１１１

事業所所在地 増毛郡増毛町暑寒沢６９８－１

増毛町営 暑寒別岳スキー場

電話 ０１６４－５３－３００２
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